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2022年 10月 1日 No. 170（毎月 1日発行） 

企業の科学技術革新を支援する税引前控除強化について 

ハイテク企業の革新的な発展を支持し、企業の設備の買換え・さらなる技術力の向上を促進するために、
2022年 9月 22日に財政部、国家税務総局、科学技術部の 3部門が共同で「科学技術革新を支援する
税引前控除の強化に関する公告」（財政部 税務総局 科学技術部公告 2022 年第 28 号）を公布し
ました。対象となる企業所得税の税引前控除の政策を取り上げてご紹介します。 

 

1. 新規購入する設備・器具に関する企業所得税税引前控除 

ハイテク企業が 2022 年 10 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までに新たに購入する設備・器具に    
ついて、当年度の課税所得額の計算時に一括して全額控除することを許可し、かつ、税引前の 100%の加
算控除を実施することを許可する。 

2022 年第４四半期中にハイテク企業の資格を持つ企業であれば、当該政策を適用することができる。企業
が当該政策の適用を選択して当年度に控除する十分な課税所得額がない場合は、次年度以降に繰り越して
現行の関連規定に従うことができる。 

上記で言う設備・器具とは、家屋・建築物以外の有形固定資産を指す。ハイテク企業になる条件と管理方
法については、「科学技術部 財政部 国家税務総局の<ハイテク企業認定管理弁法>の改定・印刷に関する
通知」（国科発火〔2016〕32号）に従う。 

 

2. 研究開発費の税引前控除の比率 

 現行の研究開発費の税引前控除比率が 75%の企業について、2022年 10月 1日から 2022年 12月
31日まで、税引前控除の比率を 100%に引き上げる。 

企業が2022年度の企業所得税の確定申告の際に研究開発費の加算控除の優遇を享受する場合は、第
4 四半期の研究開発費について、企業が自ら選択して実際に発生した金額に基づいて計算する、または年間
に実際に発生した研究開発費に 2022 年 10 月 1 日以降の経営月数が 2022 年度の実際の経営月数に
占める割合を乗じて計算することができる。 

企業の研究開発費の税引前加算控除の政策享受に関する政策の処理及び管理について、「財政部 国
家税務総局 科学技術部の研究開発費の税引前加算控除政策の完備に関する通知」（財税〔2015〕119
号）、「財政部 国家税務総局 科学技術部の企業の国外委託の研究開発費の税引前加算控除関連政
策問題に関する通知」（財税〔2018〕64号）等の関連規定に従う。 
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「FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じ

たとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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